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当社は、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上に資するよう「株主との
建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する⽅針」を以下に定めてい
ます。
（1）当社は、IR室が株主・投資家の希望及び主な関⼼事項に応じて代表取締役
社⻑、経営戦略本部⻑と対応⽅法を検討し、合理的な範囲で対応します。
（2）当社は、IR室が中⼼となり、経営企画部、経理財務部、サステナビリティー
推進室、事業本部、薬事・開発本部、グループ会社等が定期的な会議等を通じて
情報共有し、株主との対話の⽀援を⾏います。
（3）当社は、アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2回開催、当社ホーム
ページ上での情報開⽰等により、当社の経営計画や事業環境に関し理解を深めて
いただく活動をします。
（4）IR活動で得られた株主・投資家からの重要な意⾒・懸念事項等について、
取締役会に対し随時フィードバックする体制としています。
（5）インサイダー情報の管理に関しては、開⽰の公平性を尊重し、株主・投資家
及び当社双⽅が既に公開された情報と周知となった事実に関する説明に限定し、
未公開の重要事実について情報提供しないことを事前に確認し合い、インサイダー
情報を管理します。当社は、決算期に開⽰する決算情報の漏洩防⽌を徹底するた


